
大阪府自転車条例が施行され、
７月１日から保険加入が義務化

大阪府自転車条例 総合窓口 ☎6944-6736問合せ

参議院議員通常選挙

選挙マスコット
センキョン

平野区選挙管理委員会（背戸口3-8-19 平野区役所内） ☎4302-9626 66700-0190問合せ

当日、投票に行けない方は期日前投票・不在者投票をしましょう。
　投票日に仕事やレジャーなどの予定がある方は、名簿登録地の区役所等で期日前投票ができます。なお
出張等の都合により名簿登録地の区役所等での期日前投票ができない方は滞在先の市区町村選挙管理委
員会で、不在者投票の施設として指定された病院等の施設に入院・入所されている方はその施設で、それぞ
れ不在者投票ができます。また、身体に一定の重度障がい等のある方は、郵便等による不在者投票ができま
すので、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けてください。

　大阪府では近年、自転車事故による死者数が増加していることなどから、「自転車の交通
事故を防止」し、「被害者の保護を図る」ことを目的として、大阪府自転車条例を制定しまし
た。
　条例では７月１日から「自転車損害賠償保険等の加入義務化」が定められてお
り、その他にも事故被害を軽減する「高齢者のヘルメット着用」等、交通安全にか
かる事項を定めています。事故等にあわないよう自転車を安全に利用しましょう。
　詳しくは大阪府HPまたは大阪府自転車条例総合窓口まで

されます。

投票日   月　  　日7 10 日

投票時間 7：00～20：00

　世帯ごとにまとめて封書で投票案内状をお送りしていますので、ご自身
の投票案内状を投票所へお持ちください。また、投票案内状がなくても投
票はできますので、受付の係員にお申し出ください。
（投票案内状をご持参いただいた方もご本人確認はさせていただきます。）

選挙権年齢が

18歳以上に
引き下げられまし

た。  

皆さん必ず投票
しましょう！

投票案内状を
投票所へ

　障がいのある方や高齢者の方々も投票し
やすいように、各投票所に車いす用の投票
記載台や段差解消のためのスロープなどを
設置しています。なお、投票の際に手話通訳
が必要な方は、事前にお住まいの区の選挙
管理委員会（区役所内）へ、住所・氏名・ファッ
クス番号（電話番号）を書いて郵送または
ファックス等により申し込んでください。

安心して投票所へ
期日前投票・
不在者投票

6月23日（木）～7月3日（日）
7月4日  （月）～7月9日（土）
6月23日（木）～7月3日（日）
7月4日  （月）～7月9日（土）
6月23日（木）～7月9日（土）

8:30～20:00
8:00～21:00
8:30～20:00
8:00～21:00
9:30～17:306/23●～7/9●木 土

場　所 期　間 時　間

平野区役所

加美出張所

コミュニティプラザ平野

● 広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。広告掲載のお問い合わせは政策推進課（政策推進）㉓番窓口（☎4302-9683）へ。

大阪市総合コールセンター（なにわコール）（8:00～21:00・年中無休）　
☎4301-7285　56644-4894

編集・発行 平野区役所政策推進課　〒547-8580 大阪市平野区背戸口3-8-19
 ☎4302-9683　54302-9880　http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/

市の制度や手続き、イベント
情報などの問い合わせは 平野区携帯版サイト平野区携帯版サイト

大阪市 平野区役所
＠hirachan_tweet

やって
います!!

★「広報ひらの」は、平野区内の『区役所・出張所・地下鉄各駅・JR平野駅・JR加美駅・郵便局・ローソン（一部除く）・主な公共施設など』へ設置しています。※数に限りがあります。

196,245人
（男：93,006人 女：103,239人）

区の人口

世 帯 数 89,329世帯
 [平成28年6月1日現在推計]

平野区の花わたの花
「ひらちゃん」
平野区マスコット
キャラクター
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宣言文
こどもも親も たくさんの人と
関わりをもちながら ともに育
ち・育てる
多様な体験や学習から こども
の未来の可能性を広げる
すべての大人や社会がつながり
こどもの育ちを支援する

宣言
平野区のこどもたちを
ひら    の

      く

 げん   き

元気にする

げんせん

No.242

報広

月号2016 7
開庁日

7 月

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3

10

17

31
24

4

11

18
25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28


